
◎議案第１８号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（藤井 要君） 日程第５、議案第 18 号 令和３年度松崎町水道事業会計予算に

ついての件を議題といたします。

議案の朗読は省略して、提出者から提案理由の説明を求めます。

○町長（長嶋精一君） 議案第 18号 令和３年度松崎町水道事業会計予算についてでご

ざいます。

詳細は担当課長から申し上げます。

（生活環境課長 鈴木 悟君 提案理由説明）

○議長（藤井 要君） 以上で提案理由の説明を終わります。

これより、質疑に入ります。

質疑を許します。

質疑はありませんか。

○６番（渡辺文彦君） ちょっと・・資料の方でちょっと確認したいんですけどね。資料

の 1ページになんかあの・・左下にグラフがある訳ですけども事業収益と事業費用。と

もに下がりながら利益が出てるっていう非常に珍しい事業収益構造かなあと僕は見てる

訳ですけども一般的に事業収益は落ちても事業費用って落ちないもんで、どっかでマイ

ナスっていうかその差額は出てきて赤字になる可能性が高い訳ですけども、この場合は

事業収益も落ちながら事業費用も落ちている・・。この事業費用が落ちている大きな原

因は何でしょうか。

○生活環境課長（鈴木 悟君） コロナ等の関係もございます、また人口減少の関係もご

ざいますけれども、事業収益が落ちてきている状況でございます。伴いまして、減価償

却の方の関係でこちらの方も下がってきておりますので、そうしますと両方が下がって

いる状況と言うことでございますので、減価償却費の方が下がっていると言うことでご

ざいます。

○議長（藤井 要君） 他に・・。

○６番（渡辺文彦君） 予算書の方の 33 ページ、これはわからないので確認したいんで

すけども、営業外費用の所なんですけども 3節になるのかな、ここに一時借入金利息っ

てあるんですけれども、一般的に一時金ってのは 1年以内の借入れを指すんじゃないか



なと僕は理解している訳ですけれども、この水道会計の中で一時借入金ってのは記憶に

ないんですけどこれはどういうことなのか説明していただきたいんですけど。

○生活環境課長（鈴木 悟君） 予算書の 2ページの方にも一時借入金といたしまして、

2ページの第 5条のところで一時借入金「一時借入金の限度額は 100，000 千円と定め

る。」という風に定めさせていただいております。なお、こちらのものにつきまして

は、急遽資金繰りが悪くなった場合に限るという想定のものでございます。

○６番（渡辺文彦君） これは実際に動くって事じゃなくて、急遽動いた時に・・1億円

が動いた時にこの利息は発生するっていう・・そういう想定のこと・・わかりました。

ちょっとその辺の意味がわからなかったもので、はい。

○議長（藤井 要君） 他に・・。

他に質疑がないようでありますので、質疑を終結したいと思いますが、これにご異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（藤井 要君） 異議なしと認めます。よって質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。

まず、本案に対する反対討論の発言を許します。

（発言する者なし）

○議長（藤井 要君） 反対討論なしと認めます。

次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。

（発言する者なし）

○議長（藤井 要君） 賛成討論なしと認めます。

これをもって討論を終了します。

これより、議案第 18号 令和３年度松崎町水道事業会計予算についての件を挙手に

より採決します。

本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。

(挙手全員）

○議長（藤井 要君） 挙手全員であります。

よって本案は原案のとおり可決されました。

暫時休憩いたします。



（午後 １時５３分）


